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第３期岡山県国民健康保険運営方針の素案について
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現行の運営方針の対象期間が令和５年度までであることから、次期期間の運営方針策定を行う。

令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間

○対象期間
・６年計画である医療費適正化計画や保健医療計画等との整合性を図るため、現行の３年を６年に改める。
○保険料（税）水準の統一
・将来的に統一を目指すこととしている保険料水準について、新たに統一の定義や目標期間などの方向性について

の記載を行う。また、将来的な統一に対応できるよう、引き続き、課題等の整理やその解決に向けた検討を行う。

○医療費適正化の取組
・持続可能な国保運営を図る上で、保険者による予防・健康づくり等の推進が重要であることから、医療費適正化

の取組を進める。

○法定外繰入の発生防止
・市町村が行っている決算補填目的の法定外繰入は、令和６年度に解消される見込みであり、今後、新たな法定外

繰入が生じないよう機会を捉えて助言等を行う。

○事務の標準化・広域化
・被保険者数の減少により保険者の小規模化が進んでいることから、持続可能な国保運営を図るため、事務の標準

化・広域化の取組を進める。

○財政安定化基金の財政調整機能
・令和４年度から財政安定化基金に付与された財政調整機能の運用方法等についての考え方を整理する。

1 次期運営方針の期間

２ 策定のポイント
策定に当たっては、現況データや取組内容の時点修正のほか、国の策定要領を踏まえ、

主に次の内容について、市町村と協議を行いながら、素案としてまとめる。（更新中）

令和５年 ９月～１０月 国保法に基づく市町村からの意見聴取
１１月 国保運営協議会（審議・諮問）
１２月 パブリックコメント
２月 国保運営協議会（審議・答申）
３月 第３期運営方針策定・公表

３ 今後の予定
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（保険料水準の統一に向けた検討）

○保険料水準の統一については、同一都道府県内において、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料水準

とする「完全統一」と、各市町村の納付金にそれぞれの医療費水準を反映させない「納付金 （算定基 礎額 ）

ベースにおける統一」の大きく２つの手法が考えられるが、各都道府県においては、市町村ごとの医療費水準や

医療提供体制に差があることに留意しつつ、将来的に、都道府県内の保険料水準の「完全統一」を目指すことが

望ましい 。

～中略～

また、 地域の実情に応じて、国保運営方針に記載する保険料水準の平準化に関する事項については、次のとお

りとする 。

・ 統一に向けた基本的な考え方

・ 統一の定義に関する事項

・ 統一の目標年度に関する事項

・ 統一に向けた検討の組織体制やスケジュールに関する事項

（医療費適正化の取組に関する事項）

○都道府県が令和６年度以降の国保運営を行うに当たっては、2025年以降も見据えて、市町村ごとの健康課題や

保健事業の実施状況を把握し、医療費適正化計画とも整合性を取る形で、予防・健康作りや重症化予防等の医療

費適正化の取組を推進する必要がある。

（財政安定化基金の活用）

○国保運営方針において、財政安定化基金の運用ルールの基本的な考え方を定める。

※ 具体的には、「特別な事情」の基本的な考え方、交付額の算定の考え方、激変緩和への活用の考え方、交付を

行った場合の補填の考え方、財政調整事業の活用の考え方等を定めることが考えられる。

一部
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第３期岡山県国民健康保険運営方針 新旧対照表（素案のポイント箇所）

新 旧
第１章 基本的事項

第４節 対象期間

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの６年間。

第５節 見直しの時期等

この運営方針は、岡山県国民健康保険運営方針等連携会議（以下

「連携会議」という。）での検討を踏まえ、岡山県国民健康保険運営

協議会において６年ごとに検証し、次に示す手順により必要な見直し

を行い、次期運営方針に適切に反映することとします。なお、３年ご

とに取組の状況を、把握・分析し、評価を行うことで検証し、その結

果に基づいて、国保財政の安定化、保険料水準の平準化の推進等のた

めに必要があると認めたときは、計画を変更することとします。ただ

し、対象期間内であっても、社会・経済情勢の変化や医療費の動向、

制度改正等に対応する必要が生じた場合には、適宜見直すこととしま

す。

第１章 基本的事項

第４節 対象期間

改定後の本運営方針は令和３年４月１日から令和６年３月３１日ま

での３年間を対象期間とします。

第５節 見直しの時期等

本運営方針は、岡山県国民健康保険運営方針等連携会議（以下「連

携会議」という。）での検討を踏まえ、岡山県国民健康保険運営協議

会において３年ごとに検証し、次に示す手順により必要な見直しを行

い、次期運営方針に適切に反映することとします。ただし、対象期間

内であっても、社会・経済情勢の変化や医療費の動向、制度改正等に

対応する必要が生じた場合には、適宜見直すこととします。
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第３期岡山県国民健康保険運営方針 新旧対照表（素案のポイント箇所）

新 旧
第２章 国民健康保険の財政運営の考え方

第３節 赤字削減・解消の取組、目標年次等

３ 県赤字削減・解消計画の策定等

県は、赤字削減・解消計画を策定する市町村がある場合は、赤

字削減・解消のための基本方針や目標年次、具体的な取組内容に

ついて定めた県赤字削減・解消計画（原則６年以内）を策定しま

す。計画策定後、市町村赤字削減・解消計画が変更された場合等

においては、県赤字削減・解消計画を変更します。

また、県は、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金等の計画

的・段階的な解消の観点から、市町村ごとに、赤字削減・解消の

取組内容等の状況を県のホームページで公表します。

さらに、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の新たな発生

を未然に防止するため、連携会議の場等を活用し、全ての市町村

に情報共有・周知を行います。

第４節 財政安定化基金の活用

３ 財政調整事業

県は、国保財政の更なる安定化を図るため、医療費水準の変動

や前期高齢者交付金の精算等に備え、県国保特計において生じた

決算剰余金の範囲内で「財政調整事業分」として積み立てます。

また、県は、納付金の著しい上昇の抑制や安定的な財政運営の確

保を図るために必要があると認められる場合、財政調整事業分と

して積み立てた額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、県国保

特計に繰り入れることとします。

なお、積立額及び取崩額については県と市町村で協議して決定

することとします。

第２章 国民健康保険の財政運営の考え方

第３節 赤字削減・解消の取組、目標年次等

３ 県赤字削減・解消計画の策定等

県は、赤字削減・解消計画を策定する市町村がある場合は、赤

字削減・解消のための基本方針や目標年次及び具体的な取組内容

について定めた県赤字削減・解消計画（原則６年以内）を策定し

ます。計画策定後、市町村赤字削減・解消計画が変更された場合

等においては、県赤字削減・解消計画を変更します。

また、県は、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金等の計画

的・段階的な解消の観点から、市町村毎に、赤字削減・解消の取

組内容等の状況を県のホームページで公表します。

第４節 激変緩和措置

新設
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第３期岡山県国民健康保険運営方針 新旧対照表（素案のポイント箇所）

新 旧
第３章 納付金及び標準保険料（税）の算定方法

第２節 保険料（税）水準の統一

本県の現状として、市町村間の医療費水準に差異があり、保険料

（税）の算定方式も異なっていることなどから、直ちに保険料

（税）水準を統一していくことは困難な状況と考えますが、将来的

には、県内で同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料とす

ることを目指していくこととし、ワーキンググループ等において、

引き続き、統一に係る諸課題等の整理やその解決に向けた検討を行

います。なお、その過程において、市町村間で合意できた国民健康

保険事業等については、順次、共通の取扱とすることとします。

また、保険料（税）水準を統一に当たっては、県内における医療

費水準の平準化を図ることが必要なことから、医療費の適正化の取

組を促進することとします。

第３章 納付金及び標準保険料（税）の算定方法

第２節 保険料（税）水準の統一

本県の現状として、市町村間の医療費水準に差異があるほか、一

部の市町村では決算補填等を目的とする一般会計法定外繰入等を

行っており、加えて、保険料（税）の算定方式も異なっていること

などから、直ちに保険料（税）水準を統一していくことは困難な状

況と考えますが、将来的には統一を目指していくこととし、今後、

統一に係る課題等の整理やその解決に向けた検討を行っていくこと

とします。

また、保険料（税）水準の統一に当たっては、県内における医療

費水準の平準化を図ることが必要なことから、医療費の適正化の取

組を促進することとします。
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第３期岡山県国民健康保険運営方針 新旧対照表（素案のポイント箇所）

新 旧
第６章 医療費適正化の取組

人生１００年時代を見据え、健康寿命の延伸による健康長寿社会

の実現は、社会の活力維持・向上だけでなく、持続可能な国民健康

保険制度の運営においても、医療費の適正化や被保険者が負担する

保険料（税）の抑制にもつながります。また、令和２年度に保険者

努力支援制度の抜本的な強化が図られるなど、保険者による予防・

健康づくりへの取組が今後ますます重要となっています。そのため、

医療費適正化計画との整合性を踏まえ、県と市町村が一体となって、

医療費適正化を積極的に推進していくこととします。

第１節 現状

３ 重症化予防（二次予防）の実施状況

本県の糖尿病性腎症重症化予防に取り組んでいる市町村は、平

成３０年度では１７市町村でしたが、令和３年度では全ての市町

村となっております。新規透析導入患者のうち原疾患が糖尿病性

腎症の患者割合については、全国平均より低い値で推移しており

ましたが、令和３年度は増加し、全国平均より高値となっている

ため、取組の推進が必要です。県が定めた「糖尿病性腎症重症化

予防プログラム」を適切に実施できるよう、市町村関係者の人材

育成を行うなど、保健事業の基盤整備の支援を行います。

第６章 医療費適正化の取組

人生１００年時代を見据え、健康寿命の延伸による健康長寿社会の

実現は、社会の活力維持向上だけでなく、持続可能な国民健康保険制

度の運営においても、医療費の適正化、被保険者が負担する保険料

（税）の抑制にもつながります。また、保険者努力支援制度において

も、令和２年度に抜本的な強化が図られるなど、保険者による予防・

健康づくりへの取組が今後ますます必要となっていることを踏まえ、

県と市町村が一体となって、医療費適正化を積極的に推進していくこ

ととします。

第１節 現状

３ 重症化予防（二次予防）の実施状況

本県の糖尿病性腎症重症化予防に取り組んでいる市町村の割合

は、平成３０年度では６３.０％となっており、全国平均の６８.

８％をやや下回っていますが、毎年度上昇傾向にあります。
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第３期岡山県国民健康保険運営方針 新旧対照表（素案のポイント箇所）

新 旧
第２節 医療費適正化に向けた取組

１ 特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上に向けた取組

略

また、健康状態に応じて特定保健指導を実施することにより、

生活習慣病の発症予防・重症化予防につなげることが重要である

ことから、市町村においては、特定健診受診率、特定保健指導実

施率の向上に努める必要があります。

このため、県及び国保連では、医療費適正化計画との整合性を

踏まえ、次のとおり支援等を行います。

（１）被保険者への普及啓発

生活習慣病の発症予防・重症化予防につなげていくために、

県でも、県広報紙などの媒体を活用して特定健診と特定保健指

導の必要性やその効果等を伝えるとともに、医師会、国保連と

連携した普及啓発や受診勧奨を行います。また、健康づくりボ

ランティアとして全県に組織されている岡山県愛育委員連合会

や岡山県栄養改善協議会の協力を得ながら、特定健診受診の普

及啓発に取り組みます。

医師会と連携し、県内の医療機関に対して特定健診の重要性

を啓発し、医療機関が治療中の患者に対して特定健診の受診勧

奨を行うことで、県内市町村の特定健診受診率の向上を目指し

ます。また、かかりつけ医から特定健診の受診を勧めてもなお

未受診の患者については、医療機関が保有する検査データを市

町村に提供し特定健診の受診者とみなすことで、受診率の向上

を図ります。

第２節 医療費適正化に向けた取組

１ 特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上に向けた取組

略

また、健康状態に応じて特定保健指導を実施することにより、

生活習慣病の発症予防・重症化予防につなげることが重要である

ことから、市町村においては、特定健診受診率、特定保健指導実

施率の向上に努める必要があります。

このため、県及び国保連では次のとおり支援等を行います。

（１）被保険者への普及啓発

生活習慣病の発症予防・重症化予防につなげていくために、

県でも、県広報紙などの媒体を活用して特定健診と特定保健指

導の必要性やその効果等を伝えるとともに、医師会、国保連と

連携した普及啓発や受診勧奨を行います。また、健康づくりボ

ランティアとして全県に組織されている岡山県愛育委員連合会

や岡山県栄養改善協議会の協力を得ながら、特定健診受診の普

及啓発に取り組みます。
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第３期岡山県国民健康保険運営方針 新旧対照表（素案のポイント箇所）

新 旧

２ 生活習慣病対策に向けた取組

（２）重症化予防（二次予防）の推進

～中略～

県は、市町村で糖尿病性腎症等に対する重症化予防事業が推

進されるように糖尿病医療連携体制検討会議等を通じ、医師会

等の関係団体と連携を図りながら、実施に向けた環境を整える

とともに、平成３０年３月に岡山県版の「糖尿病性腎症重症化

予防プログラム」を策定し、市町村職員や保健指導実施者など

に対する人材育成のための研修会の開催、糖尿病性腎症重症化

予防を各市町村で効果的に行うための資材作成や助言・支援を

行います。また、令和３年より開始した、同プログラムのアウ

トカム評価事業において市町村用に作成及び配布したプログラ

ムマニュアルを元に、医療機関、国保連と連携し、市町村の取

組を支援し、好事例が横展開されるように情報提供を行います。

さらに、国保データベース（ＫＤＢ）システムデータにより、

市町村の現状分析を実施し、情報提供することにより、取組み

の支援を行います。

２ 生活習慣病対策に向けた取組

（２）重症化予防（二次予防）の推進

～中略～

県では、市町村で糖尿病性腎症等に対する重症化予防事業が

推進されるように糖尿病医療連携体制検討会議等を通じ、医師

会等の関係団体と連携を図りながら、実施に向けた環境を整え

るとともに、平成３０年３月に岡山県版の「糖尿病性腎症重症

化予防プログラム」を策定し、市町村職員や保健指導実施者な

どに対する人材育成のための研修会の開催、糖尿病性腎症重症

化予防を各市町村で効果的に行うための資材作成や助言・支援

を行います。また、国保連と連携し、市町村の良い取組が横展

開されるように情報提供を行います。
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第３期岡山県国民健康保険運営方針 新旧対照表（素案のポイント箇所）

新 旧
第７章 事務の広域的及び効率的な運営の推進

第１節 広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組

１ 事務の共同化

市町村国保事務については、市町村ごとに異なる運用が行わ

れているが、各市町村における住民サービス等に大きく差異が

生じないよう、事務の広域化・標準化によって、住民サービス

の向上に努めつつ均てん化することが重要です。また、単独で

実施するよりも複数の市町村が共同で広域的に実施する方が、

効率化が図られ、住民サービスの向上に寄与すると考えられる

ことから、国保連が実施する共同事業に多くの市町村が参加し

ています。

今後も、共同事業への参加市町村を増やすとともに、事業内

容の拡大・充実を図ることにより、さらなる効率化に努めるこ

ととします。

第７章 事務の広域的及び効率的な運営の推進

第１節 広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組

１ 事務の共同化

市町村が行う事務については、市町村が単独で実施するより

も複数の市町村が共同で広域的に実施する方が、効率化が図ら

れ、費用削減効果や事務負担軽減が期待できることから、市町

村においては、国保連が実施する共同事業の取組に参加してき

たところです。

今後も、参加市町村を増やして広域化を進めるほか、事業内

容を見直すなど更なる拡大・充実を図り、事務の共同化を推進

して効率化に努めていくこととします。
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第１章 基本的事項 

 

第１節 運営方針策定の趣旨 

 市町村が運営してきた国民健康保険（以下「市町村国保」という。）は、被用者保険加入

者等を除く全ての住民を被保険者とする公的医療保険制度として、半世紀以上にわたり国民

皆保険制度の中核的な役割を担っており、国民皆保険の最後の砦とも言えるものです。制度

発足当初は、被保険者は、農林水産業や自営業が中心でしたが、近年は、全国的に無職者や

非正規雇用者などの低所得者層の割合が増加し、さらに、被保険者の年齢構成が高く、医療

費水準も高いという構造的な問題を抱えており、財政運営に影響が生じています。また、財

政運営が不安定になりやすい小規模市町村も多く、保険料水準に地域差が生じています。 

 こうしたことから、財政運営を都道府県単位化する制度改革が行われ、平成３０年度から

の新たな国民健康保険制度においては、県も保険者に加わり、国民健康保険の財政運営の責

任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など事業運営の中心的な役割を担う

一方、市町村は、地域住民との身近な関係性の中、資格管理や保険給付、保険料（税）の決

定・賦課・徴収、保健事業など、引き続き、地域におけるきめ細かな事業を担い、こうした

役割分担により、持続可能で安定した国民健康保険制度を目指すこととされました。 

 このため、県と市町村が一体となって、国民健康保険事業を共通認識の下で実施するとと

もに、市町村が事務の共同化や効率化を積極的に推進できるよう、県内の統一的な方針とな

る「第３期岡山県国民健康保険運営方針」（以下「運営方針」という。）を策定します。 

 

第２節 運営方針策定の根拠規定 

 この運営方針は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改

正する法律（平成 27 年法律第 31 号）附則第７条及び同法第４条の規定による改正後の国民

健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第８２条の２に基づき、県が定めるものです。 

 

第３節 策定年月日等 

  令和６年３月○日（第１期策定：平成２９年１１月２１日、第２期策定：令和２年１２月 

１７日） 

 

第４節 対象期間 

  令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの６年間 

 

第５節 見直しの時期等 

  この運営方針は、岡山県国民健康保険運営方針等連携会議（以下「連携会議」という。）

での検討を踏まえ、岡山県国民健康保険運営協議会において６年ごとに検証し、次に示す手

順により必要な見直しを行い、次期運営方針に適切に反映することとします。なお、３年ご

とに取組の状況を、把握・分析し、評価を行うことで検証し、その結果に基づいて、国保財

政の安定化、保険料水準の平準化の推進等のために必要があると認めたときは、計画を変更
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することとします。ただし、対象期間内であっても、社会・経済情勢の変化や医療費の動

向、制度改正等に対応する必要が生じた場合には、適宜見直すこととします。 

 

 
 

第６節 ＰＤＣＡサイクルの循環   

県は、運営方針に基づき県が担う健全かつ 

安定的な財政運営や、市町村が実施する資格 

管理等の事業の広域的かつ効率的な運営につ 

いて、地域の関係者の意見を聞きながら、Ｐ 

ＤＣＡサイクルに基づき、継続的に改善に向 

けた取組を行います。 

市町村においても、ＰＤＣＡサイクルを考 

慮した事業実施を行うこととし、県は、市町 

村に対する指導監督等の機会を活用して、実 

施状況を確認し、必要に応じ、指導や助言を 

行うこととします。 
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第２章 国民健康保険の財政運営の考え方 

 

第１節 医療費の動向と将来見通し 

 １ 市町村国保における被保険者の現況 

（１）被保険者数の状況 

本県における被保険者数は年々減少傾向にあり、平成２６年度と令和３年度を比較す 

ると、２０．８％減少しています。 

また、令和３年度の平均被保険者数は３６６，０６６人であり、県人口（岡山県毎月

流動人口調査（令和３年１０月１日現在））の１９．５％を占めています。【表１】 

保険者規模は、２７市町村のうち、２１市町村が被保険者数１万人未満の小規模保険

者であり、そのうち１０市町村が３千人未満（特に２村は１千人未満）と、市町村によ

って規模に大きな差があります。【図１】【表２】 

 

【図１】 市町村別被保険者数の状況（令和３年度） 

 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 
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 【表１】被保険者数等の状況（年間平均数） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

 

【表２】規模別県内市町村保険者数（年度末） 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

  

構成比（%）

３千人未満 7 7 9 9 9 9 9 10 37.0

３千人以上
５千人未満

5 5 3 3 3 3 3 2 7.4

５千人以上
１万人未満

7 7 7 8 9 9 9 9 33.3

１万人以上
５万人未満

6 6 6 5 4 4 4 4 14.8

５万人以上 2 2 2 2 2 2 2 2 7.4

27 27 27 27 27 27 27 27 100.0

R１ R２ R３

被
保
険
者
数

計

区分 H２６ H２7 H２８ H２９ H３０
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（２）被保険者の年齢構成 

本県における被保険者の年齢構成の年次推移を見ると、平成２６年度では４３．１％ 

であった６５歳から７４歳の前期高齢者の割合が年々増加傾向にあり、令和３年度は 

５０．２％となっています。【図２】 

要因としては、近年の被用者保険の適用拡大や少子化の進行に伴う国民健康保険の若 

年層の減少や、定年退職等による被用者保険からの高年齢者層の加入増などが原因と考 

えられます。 

こうした被保険者数に占める高齢者の割合の増加は、国民健康保険における医療費が 

増加する要因の一つになっています。 

 

【図２】国保被保険者（７５歳未満）の年齢構成の年次推移 

 

 資料：厚生労働省「国民健康保険実態調査」 

 

（３）被保険者（世帯主）の職業別世帯数の構成 

本県における被保険者（世帯主）の職業別構成を見ると、年金生活者等無職者数の割 

合が５０％程度で推移しており、全国平均を上回っています。【図３】 
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【図３】国保世帯主（７５歳未満）の職業別世帯数構成割合の年次推移 

 

資料：厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」 注）職業不詳を除いた割合である。 

  

２ 医療費の動向 

 （１）１人当たり医療費（年齢調整前）の状況 

本県における市町村国保の１人当たり医療費（年齢調整前）は、平成２０年度に後

期高齢者医療制度が創設されて以降、全国平均を上回った水準で推移しており、ま

た、年々上昇する高くなる傾向にあります。平成３０年令和３年度でみると、全国平

均との比較で１．１３２倍、全国第１０１位となっており、県内でも１．２５３倍の

差が生じています。 【図４】【図５】【図６】 

 

【図４】１人当たり医療費（年齢調整前）の推移（岡山県） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 



- 7 - 

 

 

【図５】都道府県別１人当たり医療費（年齢調整前）（令和３年度） 

  

     1位                  1１位                       47位 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

【図６】市町村別１人当たり医療費（年齢調整前）（令和３年度） 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 
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（２）市町村別医療費（年齢調整後）の状況 

本県における市町村国保の年齢構成の差異を調整した後の医療費指数（全国平均＝１） 

は、年度により変動していますが、令和元年度から令和３年度の３年間の平均で見ると、 

全国平均を下回る市町村は２町村のみで、他の市町村は全国平均を上回っています。 

また、市町村間においては、１．２６５倍の格差が生じています。【表３】 

 

【表３】年齢調整後１人当たり医療費（医療費指数から算出した参考値） 

  
※ 年齢調整後１人当たり医療費は、全国平均の１人当たり医療費に各市町村の年齢調整後医療費指数を乗じ

て算出したもので、参考値（年齢調整後医療費指数は、各市町村の年齢階層別被保険者数に全国の年齢階層

別の平均医療費を乗じて得た額の総和から算出した１人当たり医療費と当該市町村の１人当たり医療費とを

比較する方法（間接法）により算出）。 
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（３）年齢階層別１人当たり医療費 

本県における１人当たり医療費は、１５歳～１９歳で最も低く、年齢とともに高くな

り、特に７０歳～７４歳で急激に高くなっています。【図７】 

 

 【図７】年齢階層別１人当たり医療費（令和２年度・岡山県） 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

（４）市町村ごとの医療費の状況 

本県における市町村国保の医療費を市町村別にみると、岡山市と倉敷市で県全体の５

９％を占めており、両市が本県における１人当たり医療費等に大きな影響を与えている

ものと考えられます。【図８】【図９】 

 

【図８】県内市町村別にみた医療費の状況（令和３年度） 

 

  資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 
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【図９】市町村別１人当たり医療費（年齢調整前）（令和３年度） 

 
資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

 

（５）診療種別医療費等の状況 

医療費の比較においては、医療費総額を加入者数で割った「１人当たり医療費」を用

いていますが、この１人当たり医療費は、「受診率」、「１件当たり日数」及び「１日

当たり医療費」の３つの要素に分解され、医療費を分析する上で基本的な指標になるこ

とから、これらを用いて入院、入院外（調剤医療費含む）、歯科の別に状況をみます。 
 

 （参考）１人当たり医療費＝１日当たり医療費×１件当たり日数×１人当たり件数 
                                （受診率） 

 

    《医療費の要素分解のイメージ図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人当たり日数 

（Ｂ）×（Ｃ） 

 

１人当たり 

医療費 

１件当たり医療費 

（Ａ）×（Ｂ） 

（Ｂ）１件当たり日数 
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令和２年度の市町村別の１人当たり医療費と全国平均を１とした場合の診療種別地域

差指数をみると、多くの市町村が入院、入院外（調剤医療費含む）、歯科で、全国平均

を上回っています。【【表５】 

また、疾病分類別に令和４年度の多発疾病件数をみると、「歯肉炎及び歯周疾患」と

「高血圧性疾患」が上位を占めており、続いて、「糖尿病」と「脂質異常症」となって

います。【表４】 

 

【表４】疾病分類（123分類）別多発疾病件数構成割合上位の状況（令和４年度） 

 

資料：岡山県国保連合会「疾病分類統計表」（「その他」の分類を除いたもの） 

 ※表内の数字は、件数の多い順位を表示。 
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 【表５】１人当たり医療費及び診療種別地域差指数の状況（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

※医療費の地域差指数は、地域の１人当たり医療費について、人口の年齢構成の差異による分を補正し、指数

化（全国平均を１）したもの（当該地域の年齢階層別医療費を算出し年齢構成が全国平均と同じだったと仮

定した場合の１人当たり医療費と全国平均の１人当たり医療費を比較）。 

（「１人当たり医療費」は年齢調整前、「診療種別地域差指数」は年齢調整後） 

※県の順位は、４７都道府県における順位 
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【図１０】診療種別地域差指数（全体）の状況（令和２年度）〔参考〕 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

①入院 

本県における１人当たり医療費は、１７４，１２４円で全国第１３位となっており、

全国平均の１４４，１００円と比較すると、１．２１倍で３０，０２４円上回っていま

す。 

また、１日当たり医療費や１件当たり日数は全国平均を下回っている一方で、受診率

は全国平均を上回っています。【表６】 

厚生労働省の患者調査によると、本県人口１０万人当たりの傷病分類別入院受療率で

は、「呼吸器系の疾患」や「神経系の疾患」等が全国平均を上回っています。 

                                 【図１１】 

【表６】入院医療費の状況（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」  
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【図１１】人口１０万人当たりの傷病分類別入院受療率（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「患者調査」 

 

【図１２】診療種別地域差指数（入院）の状況（令和２年度）〔参考〕 

 
資料：厚生労働省「医療費の地域差分析」 
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②入院外（調剤医療費含む） 

本県における１人当たり医療費は、２１４，７１８円で全国第５位と上位に位置して

おり、全国平均の１９４，３７０円と比較すると、１．１０倍で２０，３４８円上回っ

ています。 

また、１日当たり医療費、１件当たり通院日数及び受診率は、いずれも全国平均を上

回っています。【表７】 

厚生労働省の患者調査によると、本県の人口１０万人当たりの傷病分類別外来受療率

では、「消化器系の疾患」、「呼吸器系の疾患」、「内分泌、栄養及び代謝疾患」等が

全国平均を上回っています。【図１３】 

 

【表７】入院外医療費の状況（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

【図１３】人口１０万人当たりの傷病分類別外来受療率（令和２年度） 

 
資料：厚生労働省「患者調査」 
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【図１４】診療種別地域差指数（入院外）の状況（令和２年度）〔参考〕 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

③歯科 

本県における１人当たり医療費は、２８，８９７円で全国第２位と上位に位置してお

り、全国平均の２５，１５９円と比較すると、１．１５倍で３．７３８円上回っていま

す。 

また、１件当たり通院日数は全国平均を下回っていますが、１日当たり医療費と受診

率はいずれも全国平均を上回っています。【表８】 

 

【表８】歯科医療費の状況（平成２９年度） 

 

資料：厚生労働省「医療費の地域差分析」 
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【図１５】診療種別地域差指数（歯科）の状況（令和２年度）〔参考〕 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 
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（６）医療提供体制と医療費の状況 

令和２年度の人口１０万人当たり病床数を都道府県別にみると、主に中国、四国、九

州地方に病床数の多い県がみられ、本県は全国第１９位となっており、特に一般病床数

は、９４１．７床と全国第５位の多さとなっています。 

また、病床数と医療費との関連性を都道府県別にみると、人口１０万人当たり病床数

（全病床）と令和２年度１人当たり入院医療費は、強い相関関係があり（相関係数＝０．

８８８）、人口当たり病床数が多い都道府県では、１人当たり医療費が高くなる傾向が

あります。【図１６】 

 

【図１６】１人当たり医療費（入院）と人口１０万人当たり病床数（令和２年度・全国） 

 

資料：厚生労働省「令和２年(2020)医療施設(静態・動態)調査」、「令和２年度(2020年

度)医療費の地域差分析」 

 

（７）医療費の将来の見通し 

本県における市町村国保の医療費総額は、平成２７年度を境に増加から減少に転じて

います。なお、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診控えと見

られる影響で大きく減少しましたが、令和３年度には増加に転じており、全国の状況も

同様の傾向となっています。【表９】 

 

【表９】全国及び岡山県市町村国保の医療費の状況 

 
資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」、岡山県「国民健康保険事業状況」 
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被保険者数は、今後も減少が続き、それに伴って、医療費総額も減少していくことが

見込まれます。一方で、１人当たり医療費は、医療の高度化等により増加していくこと

が見込まれます。 

   

〔医療費等推計（岡山県医療費適正化計画）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 財政収支の改善と均衡 

 

１ 国民健康保険の財政運営の現状 

平成２５年度から令和３年度までの決算状況をみると、精算後単年度収支差引額（歳入

歳出差引額から基金繰入・積立金、繰越金、国庫支出金等精算額などを加味した額）から

一般会計繰入金（法定外）のうちの決算補填等を目的とするものを差し引いた場合の実質

単年度収支差引額は、県支出金等の年度間精算の影響を受けた令和元年度を除き、平成２

７年度以降、赤字が大きく減少しています。これは、制度改革と併せて行われた国による

財政支援の拡充（２７年度から：約１７００億円、３０年度から：約１７００億円追加の

合計約３４００億円）によるものと考えられます。【表１０】 
 

  

更新中 
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【表１０】岡山県市町村国民健康保険事業決算状況 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

 

 ２ 国保財政収支の基本的な考え方 

国民健康保険は、原則として、必要な支出を保険料（税）と国庫負担金や県繰入金等の

公費により賄い、年度ごとに国民健康保険特別会計（以下「国保特計」という。）の収支

を均衡させる必要があります。 

また、県及び市町村は、医療費適正化等に積極的に取り組むとともに、収納率を確保す

ることで、保険料（税）率の抑制に努めていく必要があります。 

 

３ 市町村国民健康保険特別会計 

制度改革に伴う国の財政支援の拡充や、国保事業費納付金（以下「納付金」という。）

制度の導入、財政安定化基金の設置等により、市町村国民健康保険特別会計（以下「市町

村国保特計」という。）は、財政基盤の強化と安定化が図られております。  

財政基盤の安定化のために、各市町村は、引き続き、保険料（税）の収納率の向上や医

療費適正化に取り組むとともに、給付と負担のバランスが取れた適正な保険料（率）を設

定することが、必要となります。 

 

４ 県国民健康保険特別会計 

県は、岡山県国民健康保険特別会計（以下「県国保特計」という。）を設置し、国民健

康保険の財政運営の責任主体として、安定的な運営に努めます。県国保特計は、原則とし

て必要な支出を納付金と国庫負担金・県繰入金等の公費により賄い、市町村国保特計と同

様、年度ごとに収支を均衡させる必要があります。 

財政運営に当たっては、医療費適正化等に積極的に取り組むとともに、市町村の事業運

営の健全化を図るため、県国保特計においては、安定的な財政運営に必要とする以上に繰

越金を確保することのないよう留意し、市町村の適切な保険料（税）設定に資することと

します。 
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また、市町村が行う保険給付に必要な額を適切に交付できるよう、市町村が県に納める

納付金の納付時期を設定して、県国保特計及び市町村国保特計の安定的なキャッシュフロ

ーの確保に努めます。 

 

 

第３節 赤字削減・解消の取組、目標年次等 

市町村国保の財政を安定的に運営していくためには、原則として、必要な支出を保険料や 

県支出金等により賄うことによって、市町村国保特計の財政収支を均衡させることが重要で 

す。しかしながら、実際には、決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰入等を行ってい 

る市町村があります。このため、県では、赤字が生じた市町村がある場合は、次のとおり取 

り扱うこととします。 

 

１ 削減・解消すべき赤字の定義 

市町村が削減・解消すべき赤字（以下「赤字」という。）は、市町村国保特計における

「決算補填等目的の法定外一般会計繰入金」と「繰上充用金の新規増加分」とします。（本

県では繰上充用は平成２４年度以降行われていません。） 

また、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金は国が示す次のとおりとします。 

    

   ａ）決算補填目的のもの 

    ○ 保険料（税）の収納不足のため                

    ○ 医療費の増加（平成３０年度以降、保険給付費等 

交付金により県が全額財源措置） 

 

   ｂ）保険者の政策によるもの 

    ○ 保険料（税）の負担緩和を図るため 

     （前期納付金・後期支援金・介護納付金分を含む） 

    ○ 任意給付に充てるため 

 

   ｃ）過年度の赤字によるもの 

    ○ 累積赤字によるもの 

    ○ 公債費、借入金利息 
 
※ 次の「決算補填等目的以外の法定外一般会計繰入金」については、削減・解消の対象とな

るものではありません。 
 

    ○ 保険料（税）の減免額に充てるため ○ 地方単独事業の波及増補填等 

    ○ 保健事業費に充てるため      ○ 直営診療施設に充てるため 

    ○ 基金積立、返済金、その他 

 

  

平成３０年度からは、

財政安定化基金の貸

付・交付対象となった

ため、発生しない赤字 

（決算時に判明） 

運営方針に基づき、計

画的に削減・解消すべ

き赤字 

（予算編成時に判明） 
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    《参 考》赤字の定義に該当する市町村の状況 

    

２ 市町村赤字削減・解消計画の策定等 

市町村は、決算において、赤字が生じ、赤字が生じた年度の翌々年度までに予算ベース

で赤字の解消が見込まれないときは、受益と負担の均衡を図る観点からも、計画的な削減

・解消を図るため、赤字の要因を分析し、県と協議を行った上で、赤字削減・解消計画（

原則６年以内）を策定するものとします。 

赤字削減・解消計画には、赤字の削減・解消のための基本方針や実効的・具体的な取組

内容（保険料（税）率の改定、医療費適正化、収納率向上対策の取組等）、赤字解消の目

標年次、年次毎の計画について定めるものとします。 

なお、赤字の削減・解消に当たっては、被保険者の負担水準に激変が生じないような時

間軸を置きつつ、実現可能な目標数値と具体策を十分に検討するものとします。 

市町村は、計画策定後、毎年度決算後に実施状況報告書を県に提出するとともに、赤字

削減・解消計画の基本方針を変更する場合又は計画の実現が困難と見込まれる場合、ある

いは前倒しで計画の実現が見込まれる場合等においては、県と協議の上で、赤字削減・解

消計画を変更するものとします。 

 

３ 県赤字削減・解消計画の策定等 

県は、赤字削減・解消計画を策定する市町村がある場合は、赤字削減・解消のための基

本方針や目標年次、具体的な取組内容について定めた県赤字削減・解消計画（原則６年以

内）を策定します。計画策定後、市町村赤字削減・解消計画が変更された場合等において

は、県赤字削減・解消計画を変更します。 

また、県は、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金等の計画的・段階的な解消の観点

から、市町村ごとに、赤字削減・解消の取組内容等の状況を県のホームページで公表しま

す。 

さらに、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の新たな発生を未然に防止するため、

連携会議の場等を活用し、全ての市町村に情報共有・周知を行います。 

 

 

第４節 財政安定化基金の活用 

１ 財政安定化基金の設置 

国民健康保険の財政の安定化を図るため、岡山県国民健康保険財政安定化基金を設置し

ます。 

 

２ 貸付事業及び交付事業 
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予期せぬ保険給付費の増加や保険料（税）が収納不足となった場合に、法定外の一般会

計繰入を行う必要がないよう、県及び市町村の国保特計に対し、貸付や交付を行うことと

し、基金の運用についての基本的な考え方は、次のとおりとします。 

 

（１）貸付事業 

ア 県国保特計 

①貸付要件 

県全体で保険給付費が増加したことにより財源不足となった場合 

②貸付額 

上記①の財源不足額について、県国保特計へ繰出 

③償還 

     貸付年度の翌々年度以降の納付金に含めて市町村から徴収し、償還する。 

 

イ 市町村国保特計 

①貸付要件 

保険料（税）収納率が低下したことにより、財源不足となった場合 

②貸付額 

上記①の財源不足額について、当該市町村の申請に基づき、県が貸付額を決定 

③償還 

貸付年度の翌々年度以降、原則３年間の無利子で償還する。なお、繰上償還も

可能とする。 

 

（２）交付事業 

①交付要件 

多数の被保険者の生活に影響を与える災害等「特別な事情」が生じて、保険料

（税）収納率が低下したことにより、財源不足となった場合 

【特別な事情の例】 

・多数の被保険者に影響を与える災害（台風、洪水、地震等）が生じた場合 

・地域企業の破綻や主要産物の価格が大幅に下落するなど、地域の産業に特別な

事情が生じた場合 

・その他、上記に類するような大きな影響が多数の被保険者に生じた場合 

②交付額 

当該市町村の申請に基づき、上記①の財源不足額の２分の１を上限として、県が

「特別な事情」や「標準的な収納率」等を考慮し交付額を決定 

③交付額の補填 

国と県及び市町村が３分の１ずつを補填します。 

このうち、市町村補填分については、交付を受けていない他の市町村の負担を考

慮して、交付を受けた市町村が補填することを基本としますが、大規模災害等の場合

には「特別な事情」を踏まえて、全市町村で被保険者数に応じて補填することを県と

市町村で協議します。 
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３ 財政調整事業 

   県は、国保財政の更なる安定化を図るため、医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精 

算等に備え、県国保特計において生じた決算剰余金の範囲内で「財政調整事業分」として 

積み立てます。また、県は、納付金の著しい上昇の抑制や安定的な財政運営の確保を図る 

ために必要があると認められる場合、財政調整事業分として積み立てた額の範囲内で財政 

安定化基金を取り崩し、県国保特計に繰り入れることとします。 

なお、積立額及び取崩額については県と市町村で協議して決定することとします。 

 

第３章 納付金及び標準保険料（税）の算定方法 

 

第１節 現状 

１ 保険料方式と保険税方式 

国民健康保険事業に要する費用に充てるための保険料（税）については、国民健康保険

法を根拠とする保険料方式と地方税法を根拠とする保険税方式をそれぞれの市町村で採用

しています。県内では、保険料方式が４市町村、保険税方式が２３市町村となっており、

比較的規模の大きい市部において保険料方式を採用しています。 

                       （令和４年度） 

保険料方式   ４市町村 

保険税方式 ２３市町村 

 

２ 保険料（税）の賦課方式 

保険料（税）の賦課方式には、４方式（所得割・資産割・被保険者均等割・世帯別平等

割）・３方式（所得割・被保険者均等割・世帯別平等割）･２方式（所得割・被保険者均等

割）がありますが、市町村ごとに異なっており、県内では多くの市町村が３方式を採用し

ています。                          

                                 （令和４年度） 

 

 

 

 

 

３ 応能割と応益割の賦課割合 

県内市町村の応能割（所得割・資産割）と応益割（被保険者均等割・世帯別平等割）と

の賦課割合は、応能割の方がやや高く、また、応益割のうち均等割については、市は町村

に比べてやや低い傾向にあります。【表１１】 

 

 

 

区　分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

２方式 １市町村

３方式 ２３市町村 ２３市町村 ２２市町村

４方式 ４市町村 ４市町村 ４市町村
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【表１１】賦課徴収状況における応能割と応益割の賦課割合（令和３年度） 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

 

４ 賦課限度額の設定状況（令和４年度） 

保険料（税）については、政令に定める額を上限として賦課限度額を定めることとさ

れており、県内のすべての市町村が政令に定める額と同額を定めています。 

                         

 

第２節 保険料（税）水準の統一 

本県の現状として、市町村間の医療費水準に差異があり、保険料（税）の算定方式も異な

っていることなどから、直ちに保険料（税）水準を統一していくことは困難な状況と考えま

すが、将来的には、県内で同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料とすることを目

指していくこととし、ワーキンググループ等において、引き続き、統一に係る諸課題等の整

理やその解決に向けた検討を行います。なお、その過程において、市町村間で合意できた国

民健康保険事業等については、順次、共通の取扱とすることとします。 

また、保険料（税）水準の統一に当たっては、県内における医療費水準の平準化を図るこ

とが必要なことから、医療費の適正化の取組を促進することとします。 

 

 

第３節 納付金の算定方法 

市町村が県に納付する納付金の算定に当たっては、国が示す「国民健康保険における納付

金等ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）」を踏まえ、県全体の保険料収納必要

額を算出し、市町村ごとの年齢調整後の医療費水準や所得水準等を反映して算定することに

なりますが、算定方法についての基本的な考え方は、次のとおりとします。 
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１ 納付金の算定方式 

県内市町村の保険料（税）の算定状況を踏まえ、３方式とします。 

 

２ 医療費指数反映係数αの設定 

市町村の医療費水準に差があるのが現状のため、市町村での医療費適正化の取組が積極

的に行われるよう、市町村の年齢調整後の医療費水準を反映することとし、α＝１を基本

とします。 

 

３ 高額医療費の共同負担 

上記２のとおり、本県では、市町村の医療費の状況を反映することを基本としますが、

著しく高額な医療費（特別高額医療費（420万円超レセプトのうち200万円超部分））につ

いては、その発生リスクはどの市町村でも同じと考えられ、市町村のリスク軽減を図るた

め、特別高額医療費については、県単位で共同負担（被保険者数に応じて調整）すること

とします。 

 

４ 所得係数β（医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分）の設定 

所得のシェアをどの程度納付金の配分に反映するか（県全体での応能割分と応益割分

をどの程度とするか）を決定する所得係数βは、全国平均と比較した県の所得水準に応

じて算出されるものです。 

ガイドラインでは、「β＝県平均１人当たり所得／全国平均の１人当たり所得」とさ

れており、原則どおり、全国平均を１とした場合の本県のβを使用します。そのため、

応能割と応益割との割合はβ：１となります。 

  

５ 応能（所得）シェアの方法 

納付金を按分算定する際の応能分について、所得総額のみを用いる方法か、所得総額

及び資産税総額を用いる方法のいずれとするかについては、現状の保険料（税）算定に

おいて、応能分については所得総額のみを用いている市町村が多数である（第３章第１

節３のとおり）ことから、所得総額のみを用いる方法とします。 

  

６ 応益（人数）のシェアの方法 

納付金を按分算定する際の応益分について、被保険者総数のみを用いる方法か、被保険

者総数及び世帯総数を用いる方法のいずれとするかについては、現状の保険料（税）算定

において、応益分についてはすべての市町村が被保険者総数及び世帯総数を用いているこ

とから、被保険者総数及び世帯総数を用いる方法とします。 

 

７ 均等割と平等割の配分割合の設定 

応益割賦課総額に占める均等割総額と平等割総額の割合（上記６で被保険者総数及び世

帯総数を用いる方法を選択した場合に設定が必要）について、現状での市町村の賦課状況

を踏まえ、均等割指数０．７、平等割指数０．３（均等割：平等割＝７０：３０）としま

す。 
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８ 賦課限度額 

すべての市町村が政令と同一である（第３章第１節４のとおり）のが現状のため、政

令のとおりとします。 

 

９ 調整係数γの設定 

年齢調整後の医療費水準及び所得水準で算出した市町村の納付金基礎額に、その合計額

を県全体で必要となる納付金総額に合わせるため、調整係数としてγを用いて、市町村ご

との納付金額を算定します。 

 

 《納付金算定の仕組み》 
 
 市町村ごとの納付金額＝（県全体で必要となる納付金総額） 

           ×{α×（年齢調整後の医療費指数－１）＋１} 

           ×{β×（所得のシェア）＋１×（被保険者数×世帯数のシェア）} 

           ／（β＋１）×γ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ○ 医療費水準をどのように設定するかは、市町村ごとの医療費指数反映係数αにより 

  決定する。（医療費水準（医療費指数）は年齢調整後の医療費水準の直近３か年平均 

  を使用） 
  
 ○ 所得のシェアをどの程度納付金に反映するか（県全体での応能割分の割合（応能割 

  率）をどの程度とするか）は、所得係数β（県の所得水準）により決定する。 

  所得係数β＝県平均の１人当たり所得金額／全国平均の１人当たり所得金額 

  県全体での応能割率＝β／（β＋１）、応益割率＝１／（β＋１） 
 

 

 

 

 

  

当該市町村の所得総額

の県全体の所得総額に

占める割合（所得のシ

ェア）に応じた按分額 

 

〈応能割分〉 

当該市町村の被保険者

数、世帯数の県全体の

被保険者数、世帯数に

占める割合（被保険者

数、世帯数のシェア）

に応じた按分額 

〈応益割分〉 

＋ 

各市町村の医療費水準

を反映 

（どの程度反映するか

をαで決定） 

所得水準の低い県ほど

割合が小（βによる） 
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第４節 標準保険料（税）の算定方法 

県は、納付金を算定（第３章第３節で記載）し、納付金額に基づき県内統一の算定基準に

より、市町村ごとの保険料（税）率の標準的な水準を表す「市町村標準保険料率」を示しま

すが、この算定方法については、現状の市町村での保険料（税）算定状況（第３章第１節で

記載）を踏まえ、次のとおりとします。 

  また、賦課方式が４方式の市町村もあることなどから、市町村の現状の算定方法に基づく

標準保険料率も参考に示します。 

 

１ 保険料（税）の賦課方式 

本県における標準的な保険料（税）の賦課方式は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・

介護納付金分のいずれについても、納付金の算定方法と同じ、３方式とします。 

 

２ 応能割と応益割の賦課割合 

応能割と応益割の賦課割合は、納付金の算定方法と同じ、全国平均を１とした場合の本

県の所得係数β：１とします。 

 

３ 均等割と平等割の割合 

均等割と平等割の割合は、納付金の算定方法と同じ、７０：３０とします。 

  

４ 賦課限度額 

賦課限度額は、納付金の算定方法と同じく、政令のとおりとします。 

 

５ 標準的な収納率 

実現可能な水準であり、かつ収納努力を反映したものとするため、市町村別に直近３年

間の平均収納率（医療給付費分及び後期高齢者支援金分については一般被保険者分、介護

納付金分については介護保険第２号被保険者分の平均収納率）を用いることを基本としま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

《参考》 

 市町村の賦課総額 ＝ 市町村の保険料（税）として集めるべき金額 ÷ 標準的な収納率 

     ↓〔被保険者数や世帯数、所得により算定〕 

  市町村の標準保険料率 

 



- 29 - 

 

第４章 保険料（税）徴収の適正な実施 

 

第１節 現状 

１ 保険料（税）の収納率の推移 

保険料（税）収納率は、過去１０年以上、市町村の収納努力により少しずつ上昇傾向に

あり、全国平均を上回る水準を維持していますがおり、全国順位は第３３２５位（平成３

０令和３年度）と低位にありなっています。また、令和３年度現年分（全体）の県平均収

納率は、９５．０９％で、最も高い市町村と最も低い市町村との間では、５．１８ポイン

トの差があります。【図１７】【図１８】【表１２】【表１３】 

なお、滞納繰越分に係る保険料（税）収納率は、近年全国平均の伸び以上に上昇してお

り、平成３０年度は全国第３位となっています。【図１９】【表１４】 

 

【図１７】現年分保険料（税）収納率の推移(全体） 

 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

【表１２】収納率の状況（現年分、全体） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 
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【表１３】令和３年度 市町村別保険料（税）現年分収納率 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」  

 

【参考：全国との比較】                    

 

 

口座振替率

 岡山市 94.20% 48.32% 92.99% 1.21

 倉敷市 95.08% 55.83% 94.73% 0.35

 津山市 96.36% 42.76% 95.78% 0.58

 玉野市 95.26% 50.57% 94.78% 0.48

 笠岡市 96.86% 37.16% 96.08% 0.78

 井原市 95.75% 40.15% 95.56% 0.19

 備前市 94.79% 31.56% 94.95% △0.16 

 総社市 94.01% 42.41% 93.77% 0.24

 高梁市 94.03% 40.22% 94.90% △0.87 

 新見市 96.57% 37.70% 96.60% △0.03 

 和気町 96.69% 48.94% 96.08% 0.61

 早島町 96.05% 39.26% 95.95% 0.10

 里庄町 97.37% 41.55% 97.42% △0.05 

 矢掛町 97.93% 53.00% 97.90% 0.03

 新庄村 98.45% 75.00% 98.37% 0.08

 勝央町 96.67% 29.99% 97.38% △0.71 

 奈義町 98.00% 56.65% 96.55% 1.45

 美作市 94.73% 40.93% 94.71% 0.02

 西粟倉村 99.19% 90.63% 99.41% △0.22 

 久米南町 96.17% 42.96% 96.86% △0.69 

 吉備中央町 97.04% 40.31% 96.94% 0.10

 瀬戸内市 96.08% 41.73% 95.96% 0.12

 赤磐市 96.19% 27.91% 95.64% 0.55

 真庭市 98.29% 62.87% 98.21% 0.08

 鏡野町 95.92% 29.29% 93.80% 2.12

 美咲町 98.00% 44.41% 97.39% 0.61

 浅口市 95.92% 40.89% 95.75% 0.17

 市町村計 95.09% 47.41% 94.45% 0.64

区分 令和３年度 令和２年度 収納率増減
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【図１８】令和３年度保険料（税）収納率（現年分・全体） 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

 

【図１９】保険料（税）滞納繰越分収納率の推移(全体） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 
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【表１４】収納率の状況（滞納繰越分、全体） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 

 

２ 収納対策の実施状況 

保険料（税）の滞納世帯数は、市町村の収納対策の取組が進んでいることから、減少傾

向にあります。【表１６】 

収納対策としては、財産調査や差押の実施、さらに本県独自の組織である市町村税整理

組合の活用が進んでいます。また、本県においては、全国と比較しても口座振替実施率は

高い状況にありますが、引き続き、口座振替の原則化など、収納率向上に効果的な取組を

進めるとともに、スマートフォン決済を活用した収納サービスの実施などの取組を進める

必要があります。【表１３参考】【表１５】 

 

【表１５】収納対策実施状況（令和３年度） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 
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【表１６】保険料（税）滞納世帯数等の状況（市町村別） 

 

資料：厚生労働省「予算関係等資料」（各年６月１日現在） 
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第２節 収納対策 

１ 収納率目標の設定 

（１）目的 

適正な保険料（税）の賦課・徴収は、県及び市町村の国保財政の安定化や被保険者間 

の公平性の確保の観点から、重要であるとともに、財政運営の広域化を推進するため 

には、市町村間の収納率の差を是正する必要があります。そのためには、県と市町村が 

その認識を共有し、足並みを揃えて収納目標を具体的に定めて、達成に向けた取組を進 

めることが求められることから、市町村の規模や収納率実態に応じた目標を設定し、取 

組を推進することとします。また、現年分の収納率が向上することは、新規滞納の発生 

を抑制し、滞納繰越額を削減する効果があるため、継続的な取組が必要です。 

   

（２）方法 

将来的には、全国市町村規模別の上位１０％の水準（【表１７】）を目標とした収納 

率を目指すことを念頭に置きながら、各市町村がそれぞれの現状を踏まえた目標を設定 

し、連携会議で相互に確認して公表することとします。 

 

【表１７】全国上位１０％水準の収納率（令和３年度の参考値） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般被保険者数 全国上位１０％水準 全国平均

３千人未満 99.58% 97.18%

３千人以上　　７千人未満 98.22% 96.18%

７千人以上　　１万人未満 97.66% 95.69%

１万人以上　　５万人未満 97.14% 94.69%

５万人以上　１０万人未満 95.82% 92.66%

１０万人以上 96.04% 92.79%
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また、毎年度の目標としては、原則として、保険者努力支援制度における「収納率

向上に関する取組」の評価指標となる全国市町村規模別の上位３０％の水準を目指し

ます。なお、この目標水準をすでに上回っている市町村は、前年度収納率を上回るこ

とを目標とします。（令和５年度保険者努力支援制度における評価指標の全国上位３

０％水準達成：５市町村） 

 

 

※令和５年度保険者努力支援制度は、令和元年度収納率を令和元年度全国水準により評価 

 

２ 収納率の目標達成に向けた取組 

県は、市町村の収納率目標の達成のため、収納対策の強化に資する次の取組を行います。  

（１）口座振替促進等の広報事業 

収納率の向上に資する口座振替の割合は、全国でも上位にありますが、さらなる促進

を図るため、県広報紙等を活用するとともに、市町村の共同事業として実施している広

報事業への支援を行います。 

 

（２）収納担当職員の研修 

市町村の初任者向けの研修を実施するとともに、厚生労働省が委嘱する「国民健康保

険料（税）収納率向上アドバイザー」などを活用し、収納率向上に資する研修を実施し

ます。 

 

（３）財政支援の実施 

市町村の各年度の収納率や収納率の向上に向けた取組に応じて、交付金による財政支

援を行います。 

《財政支援の対象となる取組（例）》 

・口座振替促進の取組 

・コールセンター（電話勧奨）設置 

・コンビニ収納の実施 

・マルチペイメントネットワーク利用 

 

 

  



- 36 - 

 

第５章 保険給付の適正な実施 

 

第１節 現状 

１ 診療報酬明細書（レセプト）点検の実施状況 

本県におけるレセプトの一次点検は、審査支払機関である岡山県国民健康保険団体連合

会（以下「国保連」という。）が全ての市町村について行っていますが、被保険者の資格

確認や請求内容等に関する二次点検は、国保連への委託と直接実施（点検員を直接雇用）

に分かれています。 

二次点検のうち、内容点検（診療・請求内容についての確認）による効果額は、令和３

年度実績で１人当たり６１４円と全国平均の５７３円を上回っていますが、点検効果率に

ついては、０.１６％と全国平均の０．１８％を下回っています。【図２０】 

なお、点検効果額及び点検効果率は、年度によって変動しています。【表１８】 

 

【図２０】レセプト点検１人当たり効果額及び点検効果率の推移（内容点検） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 
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【表１８】レセプト点検１人当たり効果額及び点検効果率の推移（市町村別・内容点検） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 

※内容点検とは、「調剤報酬と突合」「点検表と照合」「検算」「縦覧点検」「介護情報

と突合」をいう。 
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２ 第三者行為求償事務の実施状況 

市町村が行った保険給付が、交通事故などの第三者（加害者）の行為に起因する場合、

被保険者である被害者は、市町村に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があり、

市町村は、この傷病届の提出を受けて初めて、損害保険会社等への損害賠償請求（第三者

求償）が可能となります。 

市町村は、第三者行為であることが判明した場合、被害者に対して傷病届の提出を依頼

しているものの、その必要性が理解されにくいことや、事務手続きが煩雑なこともあって、

提出に至るまでに多くの時間と労力を費やしています。また、第三者行為求償事務には、

ある程度の経験や専門的知識が必要であり、市町村においては専門性を高めにくいという

課題があります。 

こうした中、市町村は、国が示す「第三者行為求償事務に係る評価指標」について数値

目標を設定して取組を進めるとともに、県は、国保連と連携し、「交通事故に係る第三者

行為による傷病届等の提出に関する覚書」（以下「覚書」という。）を締結している損害

保険会社等に対して、傷病届の作成・提出代行の働きかけを行っています。【表１９】【表

２０】 

また、国保連は、交通事故、食中毒事故及びペット咬傷事故に係る事案について、市町

村が加害者に対して有する損害賠償金の収納事務を全ての市町村から受託しています。さ

らに、第三者行為求償事務に係る法的問題の解決のため、顧問弁護士を置いているほか、

保険医療機関等に対してレセプトへの第三者行為の記載の協力依頼や、「第三者行為（交

通事故）損害賠償求償事務の手引き」の作成、研修会の開催、レセプト点検による第三者

行為が疑われる事案についての情報提供を行っています。 

なお、本県における交通事故に係る第三者求償実績（【表２１】）は、被保険者千人当

たりの件数及び金額のいずれも全国平均を上回っています。 

さらに、令和７年４月に施行される国保法第６４条第３項に基づき、市町村を跨がる広

域的な事案件や法的な手続が必要とされる専門性が高い事案のうち、県が市町村から委託

を受けた事案については、損害賠償金の徴収を行うなど保険給付の適正な実施に努めます。 
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【表１９】評価指標に基づく実績 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る岡山県調査 

 

【表２０】損害保険団体との覚書締結後の被害届の提出状況等 

 

資料：厚生労働省「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期

高齢者医療広域連合事務局長会議」 
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【表２１】交通事故に係る第三者求償実績 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る岡山県調査、 

 厚生労働省「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期

高齢者医療広域連合事務局長会議」  

 

３ 患者調査の実施状況   

柔道整復施術療養費の適正化への取組として、多くの市町村において長期継続、頻回傾

向、医科との突合等の点検を行い、文書や訪問等による患者調査を実施しています。 

【表２２】 

 

【表２２】柔道整復施術療養費に係る患者調査実施状況（令和４年度） 

 

資料：岡山県「柔道整復施術療養費に係る患者調査の実施状況の調査」 

 

第２節 県による保険給付の点検及び事後調整 

レセプト点検は、一義的には保険給付の実施主体である市町村が行いますが、県では、広

域的又は専門的見地から、補完的な点検等を行うこととしており、実地指導等を通じた点検

に加え、市町村の保険給付に係る点検の効率化・適正化を図るため、次の取組を行います。 

 

１ 市町村が決定した保険給付の点検 

市町村による保険給付の適正な実施を確保し、保険給付費等交付金を適正に交付するた

め、市町村が決定した保険給付について、県に配置している医療給付専門指導員による実
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地指導において、市町村から保険給付に関する情報の提供を求めて、内容の確認を行いま

す。 

また、広域的又は医療に関する専門的な見地から、県が持つ情報を活用した点検や、県

内市町村への転居後の請求情報の把握による点検など複数市町村を跨いだ視点での点検を

行います。併せて、市町村の保険給付が国保法その他関係法令の規定に違反し、又は不当

に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付して当該市町村又は国保連に対し、保

険給付について再度の審査を求めます。 

 

２ 広域対応が必要な不正利得返還事務 

国保法第４５条の２に基づく監査結果における同一の保険医療機関等による不正利得返

還事務について、市町村を跨がる広域的な事案や法的な手続きが必要とされる専門性が高

い事案のうち、県が市町村から委託を受けた事案については、効果的・効率的な徴収と市

町村の事務処理の負担軽減を図ります。 

 

 

第３節 療養費の支給の適正化 

県は、市町村が適正に療養費（はり・きゅう、あん摩、マッサージ、柔道整復等）を支給

できるよう、国保連と連携した取組を次のとおり行います。 

（１）点検データによる効率的な点検の促進 

市町村において効率的な点検を実施できるよう、国保連が診療報酬と療養費支給の突

合情報等の点検データを提供するとともに、必要に応じて県に配置している医療給付専

門指導員による助言等を行います。 

 

（２）療養費支給点検研修事業の実施 

療養費支給点検水準の一層の向上に向けて、療養費支給に関するマニュアルを活用し、

市町村等の担当者を対象とした研修会を開催します。 

 

（３）定期的指導や助言の実施 

県に配置している医療給付専門指導員が、市町村ごとに実地指導や助言を定期的に行

います。 

 

 

第４節 レセプト点検の充実強化 

県は、市町村が行うレセプト点検について、点検水準の向上に資するよう、岡山県給付点

検調査事務処理方針に基づき、国保連と連携した取組を次のとおり行います。 

 

（１）点検データによる効率的な点検の促進 
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市町村において効率的な点検を実施できるよう、国保連が医療保険と介護保険の突合

情報等の点検データを提供するとともに、必要に応じて県に配置している医療給付専門

指導員による助言等を行います。 

 

（２）レセプト点検研修の実施 

レセプト点検水準の一層の向上に向けて、市町村等のレセプト点検専門員を対象とし

た研修会を開催します。 

 

（３）定期的・計画的な指導や助言の実施 

県に配置している医療給付専門指導員による実地指導や助言を行います。 

 

（４）レセプト点検業務推進会議の実施 

県と国保連で構成するレセプト点検業務推進会議において、レセプト点検の効率化に

向けたシステム改修や効果的な点検方法についての検討を行います。 

 

 

第５節 第三者行為求償事務、過誤調整等の取組強化 

１ 第三者行為求償事務の取組強化 

第三者行為に係る保険給付は、本来、保険者として負担する必要がないものであり、負

担すべき者に対する求償事務を適正に行うことは、保険財政の公平・公正な負担と財政健

全化・安定化に資するものです。 

このため、第三者行為求償事務の取組強化を図るため、市町村や国保連と連携した取組

を次のとおり行います。 

 

（１）担当者研修会等の開催 

県は、国保連と連携し、市町村が第三者行為求償事務を円滑かつ効果的に実施できる

よう、国の第三者行為求償事務アドバイザーを招いた、知識の習得及び実務を中心とし

た研修会や、弁護士による講演会等を開催します。 

 

（２）研究会の設置 

第三者行為求償事務の合理化・効率化を図ることを目的に、第三者行為求償事務研究

会を県・市町村・国保連で設置し、具体的な実務や周知広報の強化等について協議しま

す。 

また、市町村からの委託を受けて、国保連が平成３０年度から行っている交通事故に

係る第三者直接求償事務について、交通事故に加えて、令和３年度から食中毒事故、令

和４年度からペット咬傷事故を受託事務の範囲として追加しました。今後も当研究会に

おいて、受託事務の対象範囲の検討を行います。 

 

 

（３）周知広報の強化 
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第三者行為求償事務においては、被保険者及び損害保険会社等からの傷病届の早期提

出が重要なポイントであることから、市町村はホームページや広報紙等を活用した周知

や覚書を遵守した報告制度の活用を図るとともに、県は、損害保険会社等に対して傷病

届の作成・提出代行について働きかけを行います。 

なお、市町村は、ホームページに第三者行為求償のページを設けて傷病届の提出義務

について記載し、傷病届様式（令和２年度から全市町村で様式を統一）をダウンロード

できるようにするとともに、被保険者証交付時等に提出義務の周知を行います。 

 

（４）関係機関からの情報提供体制の構築 

第三者行為の把握の観点から、レセプトが市町村に届く前に被害者及び加害者を特定

することができれば、迅速・確実な第三者行為求償が可能となるため、消防や保健所等

の関係機関から、救急搬送記録や食中毒等の第三者行為による傷病に係る情報提供を受

ける体制の構築が重要となります。 

このため、県及び市町村は、国保法第１１３条の２第１項に基づき、関係機関からの

情報提供体制の構築に取り組みます。 

 

２ 保険者間調整の促進 

国保被保険者資格喪失後の保険医療機関の受診により発生する返還金については、被保

険者が旧保険者に対して、保険給付分にあたる返還金を支払い、併せて、現保険者等に対

して療養費を請求することが原則ですが、被保険者の負担の軽減及び旧保険者における速

やかな債権回収の観点から、国通知に基づき、被保険者の同意を前提に保険者間で直接調

整する保険者間調整の取組を促進することとします。 

また、こうした過誤調整の発生を減少させるため、マイナンバーカードの被保険者証利

用に係るメリット等の周知に努めるとともに、紙媒体の被保険者証を使用する被保険者に

は国保の被保険者資格喪失後の保険医療機関の適正な受診について、他の医療保険に加入

後、国保の資格喪失の届出を行っていない者には早期の届出について、広報を行います。  

 

 

第６節 高額療養費の多数回該当の取扱い 

制度改革に伴って県単位での資格管理となり、被保険者が県内の他市町村に住所異動して

も資格の取得や喪失が生じない仕組みに変わったことから、次の判定基準により世帯の継続

性が保たれている場合には、国保情報集約システムにおいて処理を行うことで、高額療養費

の多数回該当の実績を引き継ぐこととし、被保険者の負担軽減を図ります。 

 

１ 世帯の継続性の判定 

高額療養費制度は、家計の負担軽減を図ることを目的として、世帯員の療養に要した費

用は世帯主が負担したものとして取り扱世帯主が替わった時点で新しい世帯と考えて、世

帯の継続性を判定することを原則とします。 
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２ 判定基準 

転入地市町村が行う判定基準については、国が示す参酌基準のとおりとし、判定が困難

な事案が生じた場合は、県が関係市町村と協議の上で決定します。なお、この判定基準は、

同一市町村内における転居の場合にも適用するものとします。 

 

（１）一の世帯で完結する住所異動（参酌基準①） 

単なる住所異動等の一の世帯のみで完結する住所異動の場合には、世帯の分離や合併

を伴わないため、家計の同一性や世帯の連続性があるものとして、世帯の継続性を認め

る。 

なお、「一つの世帯で完結する住所異動」とは、次のいずれかに該当するものとする。 

ア 他の国保加入者を含む世帯と関わらず、当該世帯内の世帯主及び国保被保険者の数

が変わらない場合の住所異動 

イ 他の国保加入者を含む世帯と関わらず、資格取得又は喪失による当該世帯内の国保

被保険者の数の増加又は減少を伴う場合の住所異動 

 

（２）一の世帯で完結しない住所異動（参酌基準②） 

世帯分離や世帯合併により、一の世帯で完結しない住所異動（他の世帯からの異動に

よる国保被保険者の数の増加及び他の世帯への異動による国保被保険者の減少をいう。）

の場合には、次のいずれかに該当するものに世帯の継続性を認める。 

ア 世帯主と住所の両方に変更がない世帯 

イ 転入する世帯（世帯異動前）の世帯主が主宰する世帯 

 

 

第６章 医療費適正化の取組 

人生１００年時代を見据え、健康寿命の延伸による健康長寿社会の実現は、社会の活力維

持・向上だけでなく、持続可能な国民健康保険制度の運営においても、医療費の適正化や被

保険者が負担する保険料（税）の抑制にもつながります。また、令和２年度に保険者努力支

援制度の抜本的な強化が図られるなど、保険者による予防・健康づくりの取組が今後ますま

す重要となっています。そのため、医療費適正化計画との整合性を踏まえ、県と市町村が一

体となって、医療費適正化を積極的に推進していくこととします。 

 

第１節 現状 

１ 特定健康診査の受診状況 

本県の特定健康診査（以下「特定健診」という。）の受診率は、毎年度少しずつ上昇し

ていますが、令和３年度実績では、本県は３１．５％と全国平均の３６．４％を下回って

おり、順位は第４１位となっています。【【表２５】【図２１】 

また、市町村別の状況をみると、国が第３期特定健診等実施計画において、令和５年度

の目標としている６０％を超えている市町村がない状況となっています。【図２２】 

特定健診の受診率が低い要因としては、医療機関に通院中であることや、健診の意義や

必要性が正しく理解されていないことなどが考えられます。 
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【表２５】特定健康診査受診率の推移 

 
資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 

 

【図２１】特定健康診査受診率の全国比較（令和３年度） 

 

資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 
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【図２２】市町村別の特定健康診査受診率の状況（平成３０年度） 

 

資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」に係る岡山県調査 

 

【図２３】市町村別の特定健康診査受診率の状況（令和３年度）〔参考〕 

 

資料：国民健康保険中央会「特定健康診査等実施状況データ」 
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２ 特定保健指導の実施状況 

特定保健指導の実施率は、毎年度少しずつ上昇していますが、令和３年度実績では、本

県では１８．８％と特定健診受診率と同様に全国平均２７．９％を下回っており、順位は

第４０位となっています。【表２６】【図２４】 

また、県内市町村の実施率をみると、国が第３期特定健診等実施計画において令和５年

度目標としている６０％を超えている市町村は３市町村のみとなっています。【図２５】

【図２６】 

特定保健指導の実施率が低い要因としては、特定健診と同様に、特定保健指導の意義や

必要性が十分に理解されていないことなどが考えられます。 

 

【表２６】特定保健指導実施率の推移 

 

資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 

 

【図２４】特定保健指導実施率の全国比較（令和３年度） 

 

  資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 
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 【図２５】市町村別の特定保健指導実施率の状況（令和３年度） 

 

資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」に係る岡山県調査 

 

【図２６】市町村別の特定保健指導実施率の状況（令和３年度）〔参考〕 

 

資料：国民健康保険中央会「特定健康診査等実施状況データ」 
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３ 重症化予防（二次予防）の実施状況 

本県の糖尿病性腎症重症化予防に取り組んでいる市町村は、平成３０年度では１７市

町村でしたが、令和３年度では全ての市町村となっております。新規透析導入患者のう

ち原疾患が糖尿病性腎症の患者割合については、全国平均より低い値で推移しておりま

したが、令和３年度は増加し、全国平均より高値となっているため、取組の推進が必要

です。県が定めた「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を適切に実施できるよう、市

町村関係者の人材育成を行うなど、保健事業の基盤整備の支援を行います。【図２７】

【表２７】 

 

【図２７】岡山県の新規透析患者導入患者数（令和３年度） 

 
資料：一般社団法人日本透析医学会統計調査委員会「図説わが国の慢性透析療法の現況」 

 

【表２７】岡山県の新規透析患者導入患者数 

 

資料：一般社団法人日本透析医学会統計調査委員会「図説わが国の慢性透析療法の現況」 

 

※上記、糖尿病性腎症重症化予防に取り組む市町村とは、日本健康会議における「宣言２」

を達成している市町村 

【日本健康会議「宣言２」】 
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①対象者の抽出基準が明確であること 

②かかりつけ医と連携した取組であること 

③保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 

④事業の評価を実施すること 

⑤ 取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等との

連携（各都道府県による対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること 

 

 

４ がん検診の受診状況 

令和３年度の本県の国保加入者のがん検診受診率は、肺がん、子宮頸がん、乳がんは全

国平均よりやや高いものの、大腸がんはほぼ同率、胃がん、乳がんはやや低い状況となっ

ています。 

各検診の受診率と全国順位は、胃がん９．９％（第３３位）、肺がん１７．０％（第２

１位）、大腸がん１４．９％（第２９位）、子宮頸がん１６．７％（第２０位）、乳がん

２０．１％（第１８位）となっています。【図２８】【図２９】 

 

 【図２８】市町村が実施するがん検診における国保加入者受診率の全国比較（平成３０年度） 

 
資料：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」 
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 【図２９】市町村が実施するがん検診（全対象者）の県内の受診率（年次推移）  

 

資料：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」 

※ 国保加入者に限定した受診率は H30 しかないため、全対象者に係る受診率を示す。 

 

５ 歯科検診の受診状況 

本県における成人歯周疾患検診を実施する市町村は毎年増加しており、令和３年度にお

いては２０市町村が実施し、その受診率は０．８４％となっています。【表２８】 

 

 【表２８】市町村が実施する成人歯周疾患検診の県内の実施状況 

 

資料：岡山県「市町村歯科保健対策事業実施状況調査」 

※国保加入者以外を含む全対象者に係る受診率 

 

６ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当者及び予備群の状況 

特定健診（令和３年度）において、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当 

者及び予備群は、受診者全体の３２．４％を占めています。【図３０】 

   また、平成２８年度から令和３年度にかけては、全国平均並で推移し、わずかに増加傾 

向となっています。【図３１】 
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 【図３０】市町村別メタボリックシンドローム該当者・予備群者の割合（令和３年度） 

 

  資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」に係る岡山県調査 

 

【図３１】全国と岡山県（市町村別）のメタボリックシンドローム該当者・予備群者の推移 

 

  資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 
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７ 後発医薬品の使用状況 

国では、後発医薬品の使用割合（数量シェア）を令和２年９月までに８０％以上とする

目標を掲げて取組を進めてきましたが、本県における国保保険者の後発医薬品の使用割合

は、全国平均を下回っています。【表２９】 

なお、後発医薬品を使用した場合の自己負担額の差額通知については、全ての市町村で

行っています。【表３０】 

 

【表２９】後発医薬品（ジェネリック）使用割合の状況（数量ベース） 

  

資料：厚生労働省調査 
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【表３０】後発医薬品（ジェネリック）差額通知実施状況 

 

  資料：厚生労働省「国民健康保険事業の実施状況」作成に係る岡山県調査 

 

８ 重複・頻回受診及び重複投薬・多剤投与者への訪問指導等の実施状況 

一定期間連続して、同一月に同一傷病で複数の医療機関を重複して受診している被保険

者（重複受診者）や、同一診療科目を頻繁に受診している被保険者（頻回受診者）、同一

月に複数の医療機関から同一薬剤等を処方されている被保険者（重複投薬者）を把握し、

その是正を図るため、該当する被保険者に対する訪問指導など受診の適正化に向けた取組

を促進する必要があります。 

本県では、令和４年度、国保データベース（ＫＤＢ）システム等レセプトデータの活用

等により対象者を抽出している２６市町村のうち、２４市町村において保健師等による訪

問指導体制が整備されており、重複受診者に対して７市町村、頻回受診者に対して２市町

村、重複投薬者に対して１２市町村がそれぞれ訪問指導を行っています。【表３１】 

 

【表３１】重複・頻回受診者、重複投薬者への訪問指導等の実施状況（令和元年度） 

 
  資料：岡山県健康推進課・長寿社会課調査 

  ※対象者を抽出しても該当者がいない場合は、指導実施に計上していない。 

 

９ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定状況 

平成２０年度からスタートした特定健診制度やレセプト電子化の進展等により、医療保

険者が加入者のレセプト情報や特定健診結果を電子的に保有することが可能となったため、

日本再興戦略（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）において、すべての健康保険組合等に対

し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康維持増進のための事業計画であ
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る「データヘルス計画」の作成、公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町

村国保が同様の取組を行うことを推進することとされました。 

本県では、平成３１年３月末までに全２７市町村で策定済、令和３年度に全２７市町村

で中間評価済であり、今後、最終評価や第３期データヘルス計画を策定していくこととな

ります。 

 

第２節 医療費適正化に向けた取組 

 

１ 特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上に向けた取組 

生活習慣病は自覚症状がないため、まず特定健診を受け、必要な生活習慣の改善や医療

機関の受診等を適切に行うことが大切です。 

また、健康状態に応じて特定保健指導を実施することにより、生活習慣病の発症予防・

重症化予防につなげることが重要であることから、市町村においては、特定健診受診率、

特定保健指導実施率の向上に努める必要があります。 

このため、県及び国保連では、医療費適正化計画との整合性を踏まえ、次のとおり支援

等を行います。 

 

（１）被保険者への普及啓発 

生活習慣病の発症予防・重症化予防につなげていくために、県でも、県広報紙などの 

媒体を活用して特定健診と特定保健指導の必要性やその効果等を伝えるとともに、医師 

会、国保連と連携した普及啓発や受診勧奨を行います。また、健康づくりボランティア 

として全県に組織されている岡山県愛育委員連合会や岡山県栄養改善協議会の協力を得 

ながら、特定健診受診の普及啓発に取り組みます。 

医師会と連携し、県内の医療機関に対して特定健診の重要性を啓発し、医療機関が治 

療中の患者に対して特定健診の受診勧奨を行うことで、県内市町村の特定健診受診率の 

向上を目指します。また、かかりつけ医から特定健診の受診を勧めてもなお未受診の患 

者については、医療機関が保有する検査データを市町村に提供し特定健診の受診者とみ 

なすことで、受診率の向上を図ります。 

国保連においては、地域の健康づくり支援を主軸に活動している「おかやま在宅保健 

師等の会「ももの会」」に協力いただき、電話勧奨等の未受診者対策事業を行います。 

 

（２）市町村への助言 

県では、市町村の特定健診及び特定保健指導の実施率の向上に向けた取組を支援する

ため、国保連と連携し、地域の疾病状況や先進的な取組事例等について、各保健所を通

じて情報提供を行うとともに、研修を実施します。特に、特定健診受診率の低い市町村

と連携し、ナッジ理論を活用した受診勧奨の実施による支援等を通じた受診率の向上を

図るとともに、実施内容について研修会を行い、好事例の横展開を図ります。 
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２ 生活習慣病対策に向けた取組 

本県の傷病分類別の多発疾病件数、入院及び外来受療率をみると、循環器系の疾患が高

くなっています。県及び市町村においては、入院や治療期間が長期にわたることで、保険

医療財政への影響が大きい虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症等の共通のリスクで

ある高血圧症、脂質異常症、糖尿病、メタボリックシンドローム等を減らしていく生活習

慣病対策に向けた取組を行う必要があります。 

  

（１）発症予防（一次予防）の推進 

生活習慣病予防のため、栄養バランスの良い適量の食事を規則正しく摂り、適度な運

動と休養を確保し、適正体重を維持することが必要です。また、日常生活における歩数

の増加など、ライフスタイルに応じた運動習慣の定着に努める必要があります。 

 

① 県及び市町村は、規則正しくバランスの取れた食事をとり、定期的な体重測定により

適正体重を維持するよう、普及啓発に努めます。また、食塩摂取量の減少や野菜の摂取

量の増加など食生活の改善に向け、栄養委員が行う地域での減塩活動や声かけ運動など

を支援します。 

 

② 県及び市町村は、身体活動・運動と生活習慣病との関係について、正しい知識の普及

啓発に努めるとともに、運動習慣の定着が図られるよう、健康づくりボランティアであ

る愛育委員などを通じて働きかけます。 

 

③ 県及び市町村は、生活習慣病予防啓発の一環として、歯周病と糖尿病の関係等セルフ

ケアの重要性などの普及啓発の取組を行います。また、県では、市町村による成人歯科

保健対策としての歯周疾患検診の取組を支援します。   

 

（２）重症化予防（二次予防）の推進 

市町村は、重症化予防対象者への取組として、レセプトデータ情報や特定健診結果等

から、各市町村の状況に応じて糖尿病と高血圧性疾患等の複数疾患を持つハイリスク者

を抽出し、医療受診が必要な者に適切な受診と、治療を継続するための働きかけを行う

ことが求められています。 

県は、市町村で糖尿病性腎症等に対する重症化予防事業が推進されるように糖尿病

医療連携体制検討会議等を通じ、医師会等の関係団体と連携を図りながら、実施に向

けた環境を整えるとともに、平成３０年３月に岡山県版の「糖尿病性腎症重症化予防

プログラム」を策定し、市町村職員や保健指導実施者などに対する人材育成のための

研修会の開催、糖尿病性腎症重症化予防を各市町村で効果的に行うための資材作成や

助言・支援を行います。また、令和３年より開始した、同プログラムのアウトカム評

価事業において市町村用に作成及び配布したプログラムマニュアルを元に、医療機関、

国保連と連携し、市町村の取組を支援し、好事例が横展開されるように情報提供を行

います。 
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さらに、国保データベース（ＫＤＢ）システムデータにより、市町村の現状分析を

実施し、情報提供することにより、取組みの支援を行います。 

  

（３）再発防止（三次予防）の推進 

再発防止については、適切な治療を受け、リハビリによる機能回復・機能維持を図る

ことが必要です。 

県は、二次保健医療圏ごとに地域の実情に応じた医療連携体制を構築するため、保健

所において、地域の医師会等関係者との連携のもと、医療機関の連携推進に向けた調整

を行います。 

 

３ 後発医薬品の使用促進に向けた取組 

市町村は、後発医薬品の使用促進に向けた取組として、国保連と連携し、後発医薬品の

調剤実績や削減効果実績を把握するとともに、引き続き、全ての市町村で後発医薬品の差

額通知を行います。 

県は、被保険者が後発医薬品を安心して使用できるよう、出前講座や講習会等による普

及啓発を行います。 

 

４ 重複・頻回受診者、及び重複投薬・多剤投与者に対する取組 

市町村は、保健師等がレセプトデータ等を活用し、一定期間連続して同一月に同一傷病

で複数の医療機関を重複して受診している被保険者や、同一診療科目を頻繁に受診する被

保険者に対して、適切な受診についての訪問指導等を行います。また、一定期間連続して

同一月に複数の医療機関から同一薬剤等を処方されている被保険者に対して、残薬管理を

含めた適切な服薬についての訪問指導等を行います。 

県は、国保連と連携し、国保データベース（ＫＤＢ）システム等による対象者の抽出や

訪問指導等の在り方について、市町村へ助言を行います。 

 

５ 医療費通知の実施 

市町村は、被保険者に健康管理を心掛けてもらうことや、医療費の適正化を図ることを

目的に、受診に要した医療費の通知を実施します。 

 

６ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の目標達成に向けた取組 

市町村が策定するデータヘルス計画に掲げた目標については、ＰＤＣＡサイクルに沿っ

て、達成状況の評価や見直しを行うこととされていますが、国保データベース（ＫＤＢ）

システム等を活用して、毎月の健診・医療・介護データから、受診率・受療率、医療の動

向等について、保健指導に携わる保健師・栄養士等が定期的に把握することが必要です。 

県は、データヘルス計画の標準化を推進し、国保連と連携して、すべての市町村で目標

達成状況の評価や次期計画策定が行えるよう支援を行います。 

また、国保連においては、市町村が有識者から指導や助言を受けられるよう「保健事業

支援・評価委員会」を開催し、支援を行います。 
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７ 健康づくりに向けたインセンティブ事業の実施 

市町村は、健康寿命の延伸を目指して、独自のヘルスケアポイント制度の実施など、被

保険者の自主的な健康づくりを促す取組を促進する必要があることから、県は、市町村の

先進的な取組が横展開されるように情報提供を行います。 

 

８ 被用者保険等との連携 

県は、全国健康保険協会岡山支部と県民の健康づくりに取り組む協定を締結しており、

この協定に基づき、健康的な生活の実現のため、特定健診・がん検診の受診促進や健康づ

くり対策事業、分析等の調査研究等について、連携した取組を行います。 

また、医療保険者が地域・職域の枠を超えて連携・協力し、医療費分析などに基づく県

内の健康課題や地域特性に応じて、生活習慣病予防のための健康教育、保健指導などの保

健事業を効果的に実施することを目的に設立された岡山県保険者協議会に共同事務局とし

て加わり、一層連携した取組を行います。 

 

９ 県による財政支援の実施 

県は、市町村が行う特定健診や特定保健指導、医療費通知、インセンティブ事業等の実

施、重複・頻回受診、重複投薬・多剤投与是正など、の医療費適正化に向けた取組を促進

するため、交付金による財政支援を行います。 

 

第３節 岡山県医療費適正化計画（第４期）との関係等 

 

（１）岡山県医療費適正化計画との整合 

岡山県医療費適正化計画（第４期・令和６年度～令和１１年度）は、「県民の健康の 

保持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」を達成すべき目標としており、この計画 

に定める取組との整合性を図りながら、医療費適正化を推進します。 

 

（２）その他 

国保法第８２条の２第４項に基づき、高医療費市町村（医療に要する額が、災害その 

他特別な事情を考慮しても、なお著しく高水準である状態が継続する市町村）にあって 

は、国保データベース（ＫＤＢ）システムを活用した重複・頻回受診者や重複投薬・多 

剤投与者の把握、データヘルス計画の医療費分析結果等で、その要因を分析した上で、 

保健事業のさらなる充実等効果的な対策を検討し、計画的に実施するものとし、県は、 

指導監督等を通じてその実施状況を確認しながら、指導や助言を行います。 

 

 

第７章 事務の広域的及び効率的な運営の推進 

 

第１節 広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組 
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１ 事務の共同化 

市町村国保事務については、市町村ごとに異なる運用が行われているが、各市町村にお

ける住民サービス等に大きく差異が生じないよう、事務の広域化・標準化によって、住民

サービスの向上に努めつつ均てん化することが重要です。また、単独で実施するよりも複

数の市町村が共同で広域的に実施する方が、効率化が図られ、住民サービスの向上に寄与

すると考えられることから、国保連が実施する共同事業に多くの市町村が参加しています。 

【表３３】 

【表３３】国民健康保険事務の共同実施状況（令和４年度） 

 

 

今後も、共同事業への参加市町村を増やとともに、事業内容の拡大・充実を図ることに

より、さらなる効率化に努めることとします。 
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なお、国保連は、市町村の費用の削減や事務負担の軽減に資する取組を引き続き検討し、

連携会議等の場で、市町村の意見や要望を聴取し、共同事業の取組を進めることとします。 

 

（１）高額療養費の申請勧奨通知の作成 

国保連が、高額療養費申請勧奨通知を作成するとともに、市町村の作成費用のさら

なる削減等を図るため、時期や対象者、様式等の作成条件を統一するほか、通知書の

印刷から発送までを一体的に行う取組を進めます。 

 

（２）資格過誤による返戻 

資格過誤による保険医療機関等への返戻手続きについては、市町村の事務負担軽減を

図るため、国保連が国保総合システムの機能を活用して資格確認を行い、市町村から被

保険者の正しい資格情報を得た上で、保険医療機関等への返戻処理を行います。 

 

（３）医療費通知等の作成 

国保連が、医療費適正化を推進する医療費通知等を作成するとともに、市町村の作成 

費用のさらなる削減等を図るため、通知の回数や時期、通知対象医薬品、様式等の作成 

条件を統一するほか、通知書の印刷から発送を一体的に行う取組を進めます。 

 

２ 国民健康保険に係る業務支援システムの標準化 

厚生労働省は、市町村が行う資格管理、保険料（税）の賦課・徴収、給付業務等、国保

事務の標準化等を図るため、市町村事務処理標準システム（以下「標準システム」という。）

を開発し、市町村への財政支援を行い、導入を促進しています。 

この標準システムを導入することで、制度改正のたびに各市町村で対応していたシステ

ム改修が不要となるほか、国保事務の標準化や中長期的な費用の効率化を図ることができ

ると考えられます。また、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年９

月１日施行）第５条第１項に基づき策定された地方公共団体情報システム標準化基本方針

により、地方公共団体の基幹業務システムは、令和７年度（２０２５年度）までにガバメ

ントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すこととされていることから、

市町村においては、今後自庁システムのリプレイス等の際には、標準システムを導入する

こと又は自庁システムを国が示す標準仕様に準拠させることとし、国保事務の標準化を推

進するため、主要な業務パラメータの統一に努めることとします。 

また、県は国保連と協力して、サーバー等を共同利用する県クラウドの運営を進めてい

るところであり、市町村における標準システムの計画的な導入及びガバメントクラウドへ

の円滑な移行を支援します。 

 

３ 県による審査支払機関への診療報酬の直接支払 
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県は、市町村の事務負担の軽減を図るため、市町村を経由することなく、医療機関に診

療報酬を支払う国保連に保険給付費等交付金を直接支払います。 

 

   
 

４ オンライン資格確認及びマイナンバーカードと被保険者証の一体化について 

 令和２年度末からオンライン資格確認が運用開始されることにより、本資格確認に対応

する医療機関において受診時の被保険者証提示により個人単位での資格管理を行うことが

可能となったことから、失効被保険者証の利用による過誤請求やそれに伴う保険者の未収

金の減少のほか、高額療養費の限度額適用認定証の発行等の削減といった市町村事務の効

率化が図られています。 

また、これに併せて、令和６年度秋からマイナンバーカードと被保険者証が原則一体化

されることとなり、被保険者が特定健診情報や薬剤情報等を確認することも可能となり、

医療ＤＸの基盤が確立することとなります。 

 

５ 市町村が取り組むべき情報セキュリティ対策 

市町村は、国保事務を遂行実施する上で、厚生労働省が示す「個人情報の適切な取扱い

に係る基幹系システムのセキュリティ対策の強化について（平成 27 年6 月17日付通知）」

を踏まえ、引き続き、個人情報を含む重要情報の適正な管理に努めることとします。 
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第８章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 

 

第１節 保健医療サービス・福祉サービス等との連携 

本県では、被保険者のうち６５歳から７４歳までの前期高齢者の割合が平成３０令和３年

度において、４８．６５０．３％と全国平均を上回っており（第２章第１節１（２） 図２）、

１人当たり医療費は他の年齢層に比して高く（第２章第１節２（３） 図７）、医療費全体に

占める前期高齢者に係る医療費の割合も６４．２１％と高くなっています。【図３２】 

また、６５歳以上の高齢者人口比率は、今後も増加することが見込まれます。【図３３】 
 

【図３２】 市町村国保医療費の年齢階層別構成（平成３０年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「医療給付実態調査」 

 

【図３３】本県人口の年齢構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来人口推計（平成 30(2018)年推計）」 

更新中 

更新中 
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こうした状況において、国民健康保険においても、地域の実情に応じて、高齢者が可能な

限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことを可能にして

いくため、医療・介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保され

る「地域包括ケアシステム」の推進に積極的に関わることが期待されています。 

さらに、人生１００年時代を見据え、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支

援を実施するため、令和元年５月の健康保険法等の改正により、「高齢者の保健事業と介護

予防の一体的な実施」が推進されることとなりました。これにより、後期高齢者医療制度の

保健事業を国民健康保険の保健事業や介護保険の地域支援事業と一体的に実施する枠組みが

整備され、令和６年度までにすべての市町村での実施を目指すこととなっています。 

このため、県及び市町村は、保健医療・福祉などの各種サービスが相互に連携して高齢者

を支えることにより効率的な医療費の活用を進めるため、次のとおり取り組みます。 
 

（１）県の取組 

県は、市町村の保健事業や地域包括ケアシステムの推進、高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施を支援するため、次の取組を進めることとします。 

 

① 国保連と連携することで、健康・医療情報に係る情報基盤である国保データベース（Ｋ

ＤＢ）システムを活用して、市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握し、必

要な助言や支援を行います。 

② 市町村が医療・介護等関係機関や関係団体との連携を図る上での支援を行います。 

③ 市町村において地域包括ケアシステムが推進されるよう、介護予防・日常生活支援総

合事業の充実等について支援を行います。 

④ 全ての市町村において高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の取組が推進され

るよう、実施主体である広域連合等と連携し、好事例の横展開や医療関係団体との調整

等を行います。 

 

（２）市町村の取組 

市町村は、被保険者の健康づくりに取り組むとともに、住み慣れた地域で健康で暮ら

せる地域包括ケアシステムの推進や、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施のた

め、次の取組を進めることとします。 

 

① 庁内連携に向けた体制の整備 

② 被保険者に対する保健活動・保健事業の実施状況に係る、地域の医療・介護・保健・

福祉サービス関係者との連携 

③ 国保データベース（ＫＤＢ）システムを活用した地域の健康課題の把握や保健事業・

介護予防・生活支援対象被保険者の抽出、保健師等の医療専門職によるアウトリーチ支

援等の実施や通いの場への積極的関与 

④ 被保険者を含む高齢者の自立、健康づくりに向けた住民主体の地域活動への支援の実

施（愛育委員・栄養委員による介護予防・疾病予防を目的とした地域活動への支援など） 
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⑤ 地域医療の中核を担う国保直診施設の積極的活用（地域の医療・介護・保健・福祉の

連携窓口とするなど） 

⑥ 後期高齢者医療制度と連携した保健事業の実施（健診データ等の提供や健診後におけ

る生活習慣病予防教室や健康教室の実施など） 

⑦ 地域包括ケアシステム推進に向けた保険者、医療関係者、介護事業関係者、地域・生

活支援関係者等で組織する地域のネットワーク会議への国保担当課の参画 

 

 

第２節 他計画との整合性 

県は、広域的な立場から保険者として、県が定める「健康おかやま２１」、「岡山県保健

医療計画」、「岡山県医療費適正化計画」、「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支

援計画」、「岡山県地域福祉支援計画」及び「岡山県障害福祉計画」等に基づく取組との整

合性を図りながら、本運営方針に基づく取組を進めます。 

 

 

第９章 国民健康保険運営における必要な措置 

 

第１節 岡山県国民健康保険運営方針等連携会議の設置 

本県における国民健康保険の安定的な財政運営並びに国民健康保険事業の広域的及び効率

的な運営の推進を図るため、県及び市町村間の調整を行うことを目的として「岡山県国民健

康保険運営方針等連携会議」を設置します。 

また、連携会議での協議を効率的に行うため、必要に応じて下部組織として作業部会を設

置します。 

 

第２節 国保連との連携 

保健・医療・福祉を取り巻く環境が大きく変化する中で、国保連には、保険者共同体とし

て保険者のニーズに迅速に対応するとともに、保険者の事務負担の軽減に繋がる取組や、国

保被保険者の健康増進を目的とする取組等について、積極的に実施していくことが求められ

ています。 

県では、保険者支援の一層の向上を目指す国保連と連携を図り、保険者機能が円滑に実施

されるよう国民健康保険事業に取り組みます。 

 


